
やさしいにほんご  

防府市
ほ う ふ し

の 

税金
ぜいきん

と保険料
ほけんりょう

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   防府市
ほ う ふ し
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1. 国民
こくみん

健康
けんこう

保険料
ほけんりょう

 

 

(1) 日本
にほん

の健 康
けんこう

保険
ほけん

のしくみ 

日本
にほん

では、みんな健 康
けんこう

保険
ほけん

に入
はい

らないといけません。 

そして、その保 険 料
ほけんりょう

を払
はら

わないといけません。 

会 社
かいしゃ

の 健 康
けんこう

保険
ほけん

に 入
はい

る 人
ひと

でなければ、みんな、 国 民
こくみん

健 康
けんこう

保険
ほけん

〔国保
こくほ

〕に入
はい

ります。 

 

(2) 国保
こくほ

とはなんですか？ 

国保
こくほ

は、国保
こくほ

に入
はい

っているみんながお金
かね

を出
だ

しあって、病 気
びょうき

やけがなど、

いざというときに給 付
きゅうふ

を、うけるためのしくみです。 

国保
こくほ

に入
はい

っている人
ひと

が、 病 院
びょういん

で治 療
ちりょう

をうけたときには、そのお金
かね

の

７０％がこの保険
ほけん

から払
はら

われます。 

つまり、払
はら

わなければならないお金
かね

は、全部
ぜんぶ

の３０％だけとなります。 

また、一ヶ月
いっかげつ

の 医 療
いりょう

費
ひ

がたくさんかかった場合
ばあい

、 一 定
いってい

の 金
きん

額
がく

をこえ

る部分
ぶぶん

は、あとからもどってきます。（ 入 院
にゅういん

の 前
まえ

に市
し

役 所
やくしょ

に聞
き

いてくだ

さい。） 
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（３）国保
こくほ

に入
はい

るとき 

下
した

に書
か

いたようなときは、それから１４ 日
にち

以内
いない

に市
し

役 所
やくしょ

で手続
てつづ

きして、

国保
こくほ

に入
はい

ってください。 

１．防府市
ほうふし

に住
す

みはじめたとき 

  （会 社
かいしゃ

の健 康
けんこう

保険
ほけん

に入
はい

っていない場合
ばあい

） 

２．会 社
かいしゃ

の健 康
けんこう

保険
ほけん

をやめたとき 

 

（４）国保
こくほ

をやめるとき 

下
した

に書
か

いたようなときは、１４日
にち

以内
いない

に市
し

役 所
やくしょ

で手続
てつづ

きして国保
こくほ

をやめ

てください。 

１．防府市
ほうふし

から、市
し

の外
そと

にひっこすか、帰国
きこく

するとき 

  （これについては、防府市
ほうふし

にいるうちに、手続
てつづ

きしてください） 

２．会 社
かいしゃ

の健 康
けんこう

保険
ほけん

に入
はい

って、カードがもらえたとき 

 

 (５) ほかの手続
てつづ

き 

下
した

に書
か

いたようなときは、１４ 日
にち

以内
いない

に市
し

役 所
やくしょ

で手続
てつづ

きしてください。 

１．防府市
ほうふし

の中
なか

でひっこしたとき 

２．国保
こくほ

のカードをなくしたか、よごしたとき 

３．あたらしくこどもが生
う

まれたとき 
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（６）国保
こくほ

の保 険 料
ほけんりょう

 

国保
こくほ

の保 険 料
ほけんりょう

は、前
まえ

の年
とし

の所 得
しょとく

や、世帯
せたい

の人
にん

数
ずう

によって、計 算
けいさん

さ

れて、金
きん

額
がく

がきまります。 

保 険 料
ほけんりょう

は世帯
せたい

ごとに払
はら

います。 

 

(７) 保 険 料
ほけんりょう

を少
すく

なくする 

会 社
かいしゃ

をやめさせられた、または会 社
かいしゃ

がなくなったときは、保 険 料
ほけんりょう

が 少
すく

なくなることがあります。 

 

 

くわしくは、こちらまで。 

保険
ほけん

年
ねん

金
きん

課
か

の 

国保
こくほ

資格
しかく

係
がかり

 

℡：0835-25-2317 
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2. 介護
かいご

保険料
ほけんりょう

 

 

(1) 介護
かいご

保険
ほけん

とはなんですか？ 

４０歳
さい

以 上
いじょう

の人
ひと

が、ふだんからお金
かね

を出
だ

しあいます。 

そして 高 齢 者
こうれいしゃ

や、 障 害
しょうがい

のある 人
ひと

が介護
かいご

サービスをうけたときに、そ

のお金
かね

の９０％が、介護
かいご

保険
ほけん

から払
はら

われるしくみです。 

 つまり、１０％だけ払
はら

えば介護

かいご

サービスをうけられます。 

 

(2) 介護
かいご

保険
ほけん

に入
はい

るとき 

４０歳
さい

になったら、２号
ごう

の被
ひ

保険
ほけん

者
しゃ

になります。 

２号
ごう

の被
ひ

保険
ほけん

者
しゃ

の保 険 料
ほけんりょう

は、国保
こくほ

の保 険 料
ほけんりょう

に入
はい

っています。 

一 定
いってい

の 障 害
しょうがい

のある人
ひと

は２号
ごう

でも介護
かいご

サービスをうけられます。 

６５歳
さい

になったら、１号
ごう

の被
ひ
保険
ほけん

者
しゃ

になります。 

１号
ごう

になったら、国保
こくほ

の保 険 料
ほけんりょう

とは別
べつ

に、介護
かいご

保 険 料
ほけんりょう

を払
はら

います。 

１号
ごう

は、 障 害
しょうがい

がなくても介護
かいご

サービスをうけられます。 

 

（３）介護
かいご

保険
ほけん

をやめるとき 

日本
にほん

から、帰国
きこく

するとき。 
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(4) 介護
かいご

保 険 料
ほけんりょう

 

保 険 料
ほけんりょう

は、前
まえ

の年
とし

の所 得
しょとく

によってきまります。 

 

くわしくは、こちらまで。 

 高 齢
こうれい

福祉
ふくし

課
か

の 

 介護
かいご

認 定
にんてい

係
がかり

 

  ℡：0835-25-2367 

    0835-25-2318 
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３．後期
こうき

高齢者
こうれいしゃ

医療
いりょう

保険料
ほけんりょう

 

 

(1) 後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

保険
ほけん

とは何
なん

ですか？ 

 ７５歳
さい

以 上
いじょう

の人
ひと

が、ふだんからお金
かね

を出
だ

しあいます。 

７５歳
さい

以 上
いじょう

の人
ひと

が、けがや病 気
びょうき

になったときに、後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

保険
ほけん

からお金
かね

が払
はら

われるしくみです。 

 被
ひ

保険
ほけん

者
しゃ

は 医 療
いりょう

をうけたら、そのお 金
かね

の１０％だけはらえばよいので

す。  

 （一 定
いってい

以 上
いじょう

の所 得
しょとく

がある人
ひと

は、３０％です。） 

 

(2)後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

保険
ほけん

に入
はい

るとき 

７５歳
さい

になると、被
ひ

保険
ほけん

者
しゃ

になります。 

国保
こくほ

だけでなく、 会 社
かいしゃ

の 健 康
けんこう

保険
ほけん

に 入
はい

っていた 人
ひと

でも、７５ 歳
さい

にな

るとこの保険
ほけん

にかわります。保 険 証
ほけんしょう

などが市
し

役 所
やくしょ

からとどきます。 

 

(3)この保険
ほけん

をやめるとき 

日本
にほん

から、帰国
きこく

するとき。 
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(4) 保 険 料
ほけんりょう

 

保 険 料
ほけんりょう

は、前
まえ

の年
とし

の所 得
しょとく

によって、きまります。 

 

 

くわしくは、こちらまで。 

保険
ほけん

年
ねん

金
きん

課
か

の 

後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

係
がかり

 

℡：0835-25-2322 
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４．市
し

県民
けんみん

税
ぜい

 または 住
じゅう

民
みん

税
ぜい

 

 

(1)市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

とはなんですか？ 

日本
にほん

に住
す

んでいる人
ひと

にかかる税 金
ぜいきん

で、 住
じゅう

民
みん

であればみんなにかかるの

で、 住
じゅう

民
みん

税
ぜい

ともよばれます。 

 

(2) 市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

がかからない人
ひと

もいますか？ 

前
まえ

の年
とし

の所 得
しょとく

が３２万 円
まんえん

を超
こ

えたら、この市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

がかかる場合
ばあい

が

あります。市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

がかかるときは、６月
がつ

におしらせを、おくります。 

１月
がつ

１日
にち

に防府市
ほうふし

に住
す

んでいたら、その年
とし

の市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

は防府市
ほうふし

に払
はら

い

ます。 

会 社
かいしゃ

によっては、 給 料
きゅうりょう

から 税 金
ぜいきん

を引
ひ

いて、ご 本
ほん

人
にん

のかわりに

防府市
ほうふし

に払
はら

われる場合
ばあい

もあります。 

 

(3) 市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

の計 算
けいさん

 

この税 金
ぜいきん

は、前
まえ

の年
とし

の所 得
しょとく

によってきまります。 

収
しゅう

入
にゅう

から、必 要
ひつよう

な費
ひ

用
よう

などをいろいろと引
ひ

いたものが、所 得
しょとく

です。 

この 所 得
しょとく

から、 払
はら

った 保 険 料
ほけんりょう

の 金 額
きんがく

などを引
ひ

いた 額
がく

をつかって、

計 算
けいさん

します。 

だいたい、その金 額
きんがく

の１０％がかかります。 
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（４）申 告
しんこく

 

申 告
しんこく

とは、前
まえ

の年
とし

の 収
しゅう

入
にゅう

がいくらで、そこから引
ひ

くものがどれだけ

あったかを、市
し

や国
くに

につたえるものです。 

自分
じぶん

の申 告
しんこく

が必 要
ひつよう

かどうかは、課
か

税
ぜい

課
か

に聞
き

いてください。 

 

 

くわしくは、こちらまで。 

課
か

税
ぜい

課
か

の市
し

民
みん

税
ぜい

係
がかり

 

℡：0835-25-2168 
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5. 軽自動車
けいじどうしゃ

税
ぜい

 

(1) 軽 自 動 車
けいじどうしゃ

税
ぜい

とはなんですか？ 

軽 自 動 車
けいじどうしゃ

等
とう

をもっている人
ひと

にかかる税 金
ぜいきん

です。 

軽 自 動 車
けいじどうしゃ

等
とう

とは、エンジン
え ん じ ん

の 排 気 量
はいきりょう

が６６０ｃｃ以
い

下
か

の 車
くるま

や、

三 輪
さんりん

車
しゃ

、それに、バイクのことです。 

 

(2) だれが軽 自 動 車
けいじどうしゃ

税
ぜい

を払
はら

いますか？ 

毎
まい

年
とし

４月
がつ

１日
にち

に軽 自 動 車
けいじどうしゃ

等
とう

を持
も

っていた人
ひと

が、払
はら

います。 

軽 自 動 車
けいじどうしゃ

等
とう

をスクラップにしたり、人
ひと

にあげたりするときは、手続
てつづ

きが

必 要
ひつよう

です。 

くわしくは、市
し

役 所
やくしょ

の課
か

税
ぜい

課
か

に聞
き

いてください。 

  

(3) 税 金
ぜいきん

の金
きん

額
がく

 

その 車
くるま

の種 類
しゅるい

や、排気
はいき

ガス
が す

がきれいか、などによって、軽 自 動 車
けいじどうしゃ

税
ぜい

の

金
きん

額
がく

がちがいます。 

 

 

くわしくは、こちらまで 

課
か

税
ぜい

課
か

の諸
しょ

税
ぜい

係
がかり

 

 ℡：0835-25-2169 
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6. 固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

 

 

(1) 固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

とは、なんですか？ 

固定
こてい

資産
しさん

とは、土地
と ち

、建 物
たてもの

などをいいます。 

固定
こてい

資産税
しさんぜい

は、固定
こてい

資産
しさん

をもっているひとにかかります。 

 

(2) だれが固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

を払
はら

いますか？ 

毎
まい

年
とし

１月
がつ

１日
にち

に、防府市
ほうふし

内
ない

の土地
と ち

や建 物
たてもの

を持
も

っている人
ひと

が、払
はら

いま

す。 

 

(3) 税 金
ぜいきん

の計 算
けいさん

 

その固定
こてい

資産
しさん

の価値
か ち

から、税 金
ぜいきん

を計 算
けいさん

するための金
きん

額
がく

をだして、その

１．４％が、固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

の税
ぜい

額
がく

です。 

固定
こてい

資産
しさん

のある場所
ばしょ

によっては、０．３％の都
と

市
し

計 画
けいかく

税
ぜい

もかかります。 

固定
こてい

資産
しさん

の価値
か ち

のきまりかたは、市
し

役 所
やくしょ

でたしかめられます。 

 

 

くわしくは、こちらまで。 

課
か

税
ぜい

課
か

の土地
と ち

係
がかり

 

 ℡：0835-25-2195 

家屋
かおく

係
がかり

 

℡：0835-25-2196 



13 

 

7. 保険料
ほけんりょう

や税金
ぜいきん

の払
はら

いかた 

(1) 納付
のうふ

書
しょ

で払
はら

う 

１～６までの 保 険 料
ほけんりょう

や 税 金
ぜいきん

の場合
ばあい

、市
し

役 所
やくしょ

からおくる納付
のうふ

書
しょ

で 払
はら

います。 

その納付
のうふ

書
しょ

は市
し

役 所
やくしょ

、市
し

役 所
やくしょ

の 出
しゅっ

張 所
ちょうじょ

、銀 行
ぎんこう

、 郵 便 局
ゆうびんきょく

、コ

ンビニエンスストアで、つかえます。 

納付
のうふ

書
しょ

をなくしてまったら、市
し

役 所
やくしょ

の 収 納
しゅうのう

課
か

につたえてください。 

 

(2) 口座
こうざ

振 替
ふりかえ

で払
はら

う 

 銀 行
ぎんこう

や 郵 便 局
ゆうびんきょく

の口座
こうざ

から、自動的
じどうてき

に払
はら

うようにすることができます。 

 手続
てつづ

きは市
し

役 所
やくしょ

、銀 行
ぎんこう

や 郵 便 局
ゆうびんきょく

の窓 口
まどぐち

で、できます。 

 

(3) 年
ねん

金
きん

からひかれる 

６５ 歳
さい

以 上
いじょう

の場合
ばあい

、 年
ねん

金
きん

が 一 定
いってい

以 上
いじょう

あれば、市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

や

保 険 料
ほけんりょう

は年
ねん

金
きん

から自動的
じどうてき

にひかれます。 

軽 自 動 車
けいじどうしゃ

税
ぜい

や固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

は年
ねん

金
きん

からひかれません。 

 

くわしくは、こちらまで。 

収 納
しゅうのう

課
か

 徴 収
ちょうしゅう

係
がかり

 

 ℡：0835-25-2183 

  0835-25-2258 

   0835-23-9466 
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8. 税金
ぜいきん

や保険料
ほけんりょう

を払
はら

わないとどうなるか 

税 金
ぜいきん

や保 険 料
ほけんりょう

を期限
きげん

までに払
はら

わず、 

期限
きげん

後
ご

だいたい２０日
にち

をすぎると… 

払
はら

うように、もとめるハガキ
は が き

が、送
おく

られてきます。（ 督 促 状
とくそくじょう

） 

（すぐに払
はら

ってください。払
はら

えないときは、収 納 課
しゅうのうか

に相 談
そうだん

してください。） 

↓ 

↓そのハガキでも払
はら

わないと… 

払
はら

うことをもとめる手紙
てがみ

がとどいたり、払
はら

うことをもとめる電話
でんわ

がかかった

りします。 

↓ 

↓それでも払
はら

わないと… 

差 押
さしおさ

えの警 告
けいこく

書
しょ

がとどきます。 

↓ 

↓それでも払
はら

わず、相 談
そうだん

もしないと… 

あなたの 財 産
ざいさん

が 差 押
さしおさ

えられて、 払
はら

っていない 税 金
ぜいきん

や 保 険 料
ほけんりょう

にあてら

れます。 

（差 押
さしおさ

えられる財 産
ざいさん

は、たとえば、銀 行
ぎんこう

にあずけていたお金
かね

など） 

 

くわしくは、こちらまで。 

収 納
しゅうのう

課
か

 徴 収
ちょうしゅう

係
がかり

 

 ℡：0835-25-2183 

  0835-25-2258 

   0835-23-9466 
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9. くわしくは、ここに聞
き

いて 

 

このリーフレットには、だいじなことだけを、えらんで書
か

きました。 

もっとくわしく知
し

りたいときは、担 当
たんとう

の 係
かかり

に電話
でんわ

してください。 

基本的
きほんてき

に、はなすのは、日本
にほん

語
ご

だけです。 

連 絡 先
れんらくさき

は、下
した

に書
か

いたとおりです。 

 

国保
こくほ

の計 算
けいさん

や、手続
てつづ

きについて 

保険
ほけん

年
ねん

金
きん

課
か

の 

国保
こくほ

資格
しかく

係
がかり

 

℡：0835-25-2317 

 

国保
こくほ

の給 付
きゅうふ

について 

 保険
ほけん

年
ねん

金
きん

課
か

の国保
こくほ

医 療
いりょう

係
がかり

 

 ℡：0835-25-2164 

 

介護
かいご

保険
ほけん

の計 算
けいさん

について 

 高 齢
こうれい

福祉
ふくし

課
か

の 

 介護
かいご

認 定
にんてい

係
がかり

 

  ℡：0835-25-2367 

    0835-25-2318 
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後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

保険
ほけん

について 

  保険
ほけん

年
ねん

金
きん

課
か

の 

後期
こうき

高 齢 者
こうれいしゃ

医 療
いりょう

係
がかり

 

℡：0835-25-2322 

 

市
し

県 民
けんみん

税
ぜい

の計 算
けいさん

と申 告
しんこく

について 

    課
か

税
ぜい

課
か

の市
し

民
みん

税
ぜい

係
がかり

 

      ℡：0835-25-2168 

 

軽 自 動 車
けいじどうしゃ

税
ぜい

の計 算
けいさん

と手続
てつづ

きについて 

    課
か

税
ぜい

課
か

の諸
しょ

税
ぜい

係
がかり

 

      ℡：0835-25-2169 

固定
こてい

資産
しさん

税
ぜい

の計 算
けいさん

について 

   課
か

税
ぜい

課
か

の土地
と ち

係
がかり

 

      ℡：0835-25-2195 

     家屋
かおく

係
がかり

 

      ℡：0835-25-2196 

 

税 金
ぜいきん

や保 険 料
ほけんりょう

を払
はら

うことについて 

   収 納
しゅうのう

課
か

 徴 収
ちょうしゅう

係
がかり

 

  ℡：0835-25-2183 

    0835-25-2258 

    0835-23-9466 


